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団 員　　　名　　　簿

総　括 迫 田 勝　彦 資生堂社会福祉事業財団

講　師 北 村 二　郎 こどもの国協会 神奈川県高座郡

団　長 田 治 林太郎 箱根恵明学園 神奈川県下足柄郡

副団長 長 畦 すめる 本所ペタニヤ母子寮 東京都 墨田区

養護施設班

1班班長 北 村 俊　亨 円福会円福寺愛育園 長野県 長野市

石 綿 裕 愛児の家 東京都 中野区

高 月 和紘 備作恵清会若松園 岡山県 岡山市

原 田 俊　昭 山ロ育児院 山口県 山口市

京 寛 和　房 阿波国慈恵院 徳島県 徳島市

2班班長 遠 藤 透 滝郷学園 千葉県 海上郡

渡 辺 容　子 北光社ふくじゅ園 北海道 札幌郡

片 山 秀　光 旭が丘学園 宮城県 気仙沼市

佐 藤 芳　久 最上栴壇会双葉荘 山形県 新庄市

坂 入 暎　子 大楽園 栃木県 真岡郡

武 藤 真　澄 若松学園 岐阜県 山県郡

3班班長 鈴 木 富　蔵 中心会中心学園 神奈川県海老名布

石 井 公　子 高津学園 大阪府 大阪市

海 渡 美　江 三光事業団三光塾 兵庫県 西宮市

青 木 浩 鎌倉保育園若草園 高知県 中村市

川 添 勝　光 清風園 長崎県 佐世保市

尾 崎 一　清 藤崎台童園 熊本県 熊本市

母子寮班

4班班長 本 間 郷　子 同胞援護会豊島母子寮 東京都 豊島区

加賀谷 富　雄 本願寺母子寮 京都府 京都市

辰 已 恵　美 奈良社会福祉院母子寮佐保山荘 奈良県 奈良市

岡 田 祐　子 愛光会郡家母子寮 鳥取県 八頭郡

荒 木 久美子 嘉穂母子寮 福岡県 嘉穂郡
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講師のことば
繁皆　E旬
こどもの国協会総務部長

　近年社会経済の変動によb、児童の生活環境が隠審されている。家庭も核家族化する

にしたがい、若い両親の養育意識の低下左ど、施設収容児童にも多聞にもれず現れている。

　児童の健全育成の基本は、健全左る家庭で養育されることにある。

　児童福祉法第2条には児童の育成の責任を、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とと

もに児童の健全育成の責任を負う」と規定されている。家庭において児童が養育されるこ

とが望ましいが、家庭の事情によりどうしても養育できない場合、国および地方公共団体が

保護者に補完または代替して、児童の育成に努めることを基調にしている。

　養護施設・母子寮は家庭事情によって、保護者に代って児童の養護に当っている施設で

ある。収容児童は社会経済的な変動によb、家庭事情による入所理由が変化している。

　施設養護は収容児童の質的変化に対応した児童処遇を用意しなければならlt　h。児童福

祉法制定当時は、両親のいない児童が多く収容されていたが、現在では親や保護者のいる

家庭の児童が増加している。また収容児童の年齢も低年齢化している。

　したがって養護施設の機能も、親代りの養育施設から、家庭問題が解決するまでの施設

処遇の対象に変ってきている。家庭復帰を前提とした児童処遇の充実を図る必要がある。

　収容児童は家庭問題に起因した生活環境から、心身の発達に多少にかかわらずゆがみが

生じ、特に情緒的lt問題をもっているので、施設養護は家庭に代る処遇と治療を行うとと

もに、家庭復帰に必要な家庭関係の指導援助を図る。

　家庭関係の指導援助は、入所理由の家庭問題の解消を児童相談所、社会福祉事務所など

の福祉機関が担当するが、児童の家庭復帰の円滑を図るため、家庭に対する指導が施設で

行われる必要があり、保護者も施設に協力することが重要である。

　養護施設では従来からファミリーケースワーカーの職員要求がなされているが、施設養

護の必要性から今後の検討課題である。

　核家族化・都市化における家庭の児童養育は、養育機能が弱体化している現状から、家

庭児童の養育相談など育児援助が必要である。養護施設・母子寮は児童養育の専門施設と

して、収容者の養護にとどまらず、コミ＝ニティーサービスの役割をもつべきであろう。

　養護施設関係者は、数年前から養護施設を地域に開かれた施設とするため、全国的に取

上げ、施設の社会化に努めている。施設養護の在b方、施設の社会化について先進国の福

祉施設の現状の視察は、今後の検討に資するため計画された。

　今回、養護施設と母子寮の職員が合同して研修を行うこととしたのは、どちらの施設も、

対象者が生活環境による要保護者であること、収容者は健常者が多いことなど共通してい

るからであb、同様な施設問題があるのではないかと思料して編成した。
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脱施設化しているアメリカには、日本のような養護施設や母子寮がないといわれている

が、福祉施設の状況はどうなっているか、養護児童や母子寮対象者の福祉にどのような措

置がとられているかなど、その実態の把握を行う。

　わが国の養護施設の水準は、諸外国に比し遜色ないくらいに向上していると思う。

　海外の福祉施設などを視察して、直ちに取入れることには問題がある。それぞれの国情

によって独自の進展がなされているものである。わが国にはわが国の歴史があり、その時

代の社会経済的な背景により進展されるべきである。

　このようにアメリカの福祉施設の実態把握と福祉の基調となっている背景を知ることに

よって、これからの養護施設・母子寮の役割・機能の在り方について貢献されることを望

むものである。

　このたびの海外研修は、時間的な制約もあって事前研修がもてず、研修テーマの勉強も

できなかったが、団員の方々のご苦労と研修計画の立案準備に当った資生堂社会福祉事業

財団　日本交通公社の関係者のご尽力により、研修が所期の目的以上の成果を挙げること

ができたことに対し厚く御礼申しあげます。

一一→一｝一「’一’r－w

資生堂社会福祉事業財団役員と研修団一同
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訪問施設および機関一覧

カリフtルニア州
Departaient　of　Social　Ser▽ices，City　and　Ceunty　of　San　Francisco．
　（San　Francisco．）

Hathaway　Ho孤e　for　Children．　（Los　Angels．）

コロラド戊W

The　Denver　ChUdren．s　Houne．　（Denver．）

Women　in　Crisis　Center．　（Lakewood．）

The　Colorado　Christian　Home．　（Denver．）

Third　Way　House．　（Denver．）

イリノイリ刊

Hロ11House　Headstar亡　Child　Development　Center．　（Chicago．）

The　Nicholas　J．　Pritzker　（血ildren　Psychiatric　Unit．
　（Ch工cago．）

Angel　Guardian　Child　and　Family　Center．　（Chicago．）

St．　Joseph・s　Carondelet　Child　Center．　（Chicago・）

ニューヨーク州
The　New　York　Foundling　Hospita1．　（New　York．）

In　Wood　House．　（New　York．）

ワシントン特別区

National　Children，s　Center　lnc．　（Washington．）

Washington　D．C．　Social　Rehabilitation　Administration．
（Washington．）

WhipPer　Home．　（Washington．）

フロリダ州

）iailman　Center　for　Child　Develop皿ent．　（Ma皿i，）

State　of　Florida，　Department　of　Health　and　Rehabilitative
　Services．　（班a皿i．）

Pentland　Hall．　（Miami．）
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The（恥ildren，s　Division　of　The　South　Florida　State　Hospita1．
（Miami．）

The　Adolscent　Unit　of　the　South　Florida　State　Hospita1．
（Mami．）

Little　Ha▽ana　Adu1亡　Day　Care　Center．　（Mani．）

Hope　Schoo1．（Mamt．）

Florida　Baptist　Children．s　Home．　（Mia皿t．）

St．　Vincent　Hall．　（Miami．）

Centro　Mater．　（Mialni．）

Boystown　o　f　Florida．　（）tiami・）

Senior　Centers　of　Dade　County　工nc．，Metropolltan　Senior　Center・
（Mia皿i．）

Centralized　Children’s　Service．　（Miami．）

テキサス州

Harris　County　Child　Welfare　Department　in　Houston．　（Houston．）

Marbridge　House　of　Houston．（Houston．）

Gramercy　House．　（Houston．）

Burnet　　Bayland　H㎝e．　（Housten．）

・・ ワイ州
Queen　Liliuokalani　Children，s　Center．　（Honolulu．）

State　of　Hawaii，　Depart皿ent　of　Social　Services　and　Housing，
　Public　Welfare　Division．　（Honolulu．）

The　Sa1▽ation　Army　Residential　Treatment　Facilities　for
　Children　a．nd　Youth．　（Honolulu．）
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　　　　　　　　　　　　日　　　　程　　　　表

昭和52年

　9月20日　全国都道府県庁に推薦依頼

10月24日　団員選考委員会

11月25日　結団式・壮行会

11月25日～11月26日　オリエンテーション（サノブラザ）

11月26日　東京発

11月26日～12月18日（現地日付）アメリカ研修

12月19日　東京着・解団式

　　　　v、、　 L
　　　　　　、　．　　　　　　　、．、L
　　　　　　　　　　s●　一　，
　　　　　　　　　　　　、’、’一一＿．＿．＿．＿’＿．
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12L／18

臼

　　　ニューヨーク
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　12／s鉄道

ワシントン■

　12／8

◎　研修・宿泊地

○　宿泊地

・　経由地

’
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養護施設班として

tとめ　団　　長田

　　　　1班班長北

　　　　2班班長遠

　　　　3班班長鈴

　
村
藤
木

治 林 　太　郎

俊　　亨

　　　透

富　　蔵

　出発が迫っていたためオリエンテーションを特設する余裕がなく、出発前日の資生堂本

社での結団式のあと、翌日羽田を立つまでの間を利用して、研修目標を選定し、予備知識

を秋山先生から示していただき、その他もろもろの約束事や注意事項を詰め込んだ。

　脱施設化の進歩しているアメリカの実態のなかから、わが国における養護施設業界のか

かえている諸問題との接点を、どう見出してくるか、に関心が深かったのである。それが、

サンフランシスコを振り出しに、次々と見聞していくうちに、われわれ自身が脱日本化し

なければ理解しがたいもののあることに互いに悩みはじめ、ミーティノグを重ねるうちに

3つの方向を設定するに至った。

　1，養護施設への今後の課題）（1班）

　2．里親についてo〔2班）

　3．地域ならびにボラノディアとのかかわり合いについて。（3班）

　それぞれ班ごとに集中してまとめることにした。

壮行会で石野厚生省児童家庭局長のはげましの辞
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養護施設への今後の課題

第 1
班

　単一民族から成立しているわが国には、アメリカとは違った社会福祉の方法があってよ

いのではないだろうか。すべての人に宗教的人類愛を期待するのは無理である。かつて親

戚や村落共同体で、みんなの責任として児童を養育するという血縁社会があった。今、そ

れは困難になってきた。なんとなれば新しい若い意識のなかに、自分たちだけの生活、先

行きはともあれ、現在の瞬間を他より煩わされltいで過したいということがあると思う。

　アメリカでは国情に基く人種差別や貧困を除いた部分でも、家庭問題から生ずる児童の

問題が多々ある。保護者の家出・失そう・死亡・離婚・入院・服役・失業、tた棄子、被

虐待児、放任されている児童などである。比較的大都市に近い所と地方とでは、児童養護

の考え方に若干違いがある。里親委託をみても、児童収容年間200件のうち都市部では

80件と多く、地方では7～8人程度となっている。これをみても一部一地域で行われて

いることが、わが国に通じるとは限らlt・h。収容児童は里親委託3、施設養護1の割合で

あるが、わが国では10％である。慈善事業とみられていた里親委託を施設養護と全く同

一 レペルに考えていること、また法的にうたわれていることを知らせたい。

　わが国では昔から養子里親はあるが、養育里親が少ない。養育里親を開拓、養子縁組と

せず、問題や困難が生じたときは施設に相談、引取りとするなど、気安さも必要である。

週末里親、盆・正月の一時里親などの自治体単位の開拓、最終的には県や国が責任をもつ

ようにしたい。養育費の増加が必要と思われる。施設収容は児童保護のとりでとして残し

たい。里親開拓がない限b問題児童は施設収容となる。養護施設の使命は重大である。

　1．問題発生に対処する専門職の統合

　個々ばらばらにある専門職を一つに集め、すばやくサービxk当らねばならない。現状

のように施設が、児童相談所、福祉事務所、民生委員、児童委員、社協などと1年以上も

顔を合せないということのないようにしたい。専門職が一地域一建物内に統合されている

ことが、よりよい機能を生むのでは創ρか。

　2、施設の建物について

　建物面積・敷地面積の確保を図りたい。アメリカに比べて国の広さや、経済的事情にも

よるが、なるぺく児童のニードにこたえられる生活空間をもちたい。児童生活圏は平屋の

木造建築の見直しや、これから多くなる幼児や低年齢に合せて考える。管理部門や地域に

開かれた施設の窓口としての建物は2階以上でもよい。居室については児童一人ひとりの

プライバシーを守るために1人部屋、2～3人部屋が好ましい。施設のなかの集団をなる

べく分割して、より家庭に近い型にして、児童養護を行いたい。これは現在各施設で行わ

れていることであるo
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　3．職員の養成について
　やはり施設に従事する職員の質の向上である。現在のように学歴だけに片寄った資格で

はなく、そのうえに人間味のある、そして温かい愛情をもちそなえていることを第1条件

とする。豊かな広い経験のもち主であることも大切である。養護施設を治療施設と考える

ならば、形に現れない心の病をもった子どもたちと生活する職員は、心理学的にも技術的

にも高度な能力をもち、自分自身にも心のゆとりのあることが当然必要である。

　職員の現任訓練が必要である。アメリカの社会福祉専攻の学生は修業年限の半分を実習

生として、各福祉施設・児童福祉センターなどで勉強するとのこと。マイアミでわれわれ

を各施設に案内してくれた人は大学院研究生であった。また施設のなかにも、治療相談員

として研究生であるが相談に当っている人がいた。わが国の保母養成校で1年間に1週間

の実習では、とうてい及びもつかない。施設保母と保育園保母とは違う教育が必要である。

　4，　ファミリーケースワーク

　これからは保護される児童たちの親の無責任さを問題にするべきである。児童が施設に

保護されるだけで、親に対する指導がなされていない。児童を保護すると同時に、施設の

ほうで親の指導にも積極的に参加し、児童福祉司と一緒にファミリーケースワーカーの役

割をもつべきである0

　5，地域と養護施設
　福祉職員が統合し、結束して内部の専門性を高めてから、地域のニードに応ずるよb仕

方がない。そこから地域社会への働きができる。現在では応じられ左い。

　6．学校と養護施設
　学校との連携を大にして、学力の遅れた児童の学力を取りもどす学級をつくる。それが

学校のなかにできたら、施設側は協力するように図っていきたい。養護施設には学力遅退

児が多いから、大事な課題である。

　終りに施設収容養護と個人の里親依託の併用がよいように思われる。わが国の家庭崩壊

の原因が貧困などの経済的なことでなく、心の問題によることがきわめて大きい。在宅指

導に困難があって、最終的に施設収容ということになる。

サンプラザでのオ
リエンテーシeン
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里親にっいて
第 2 班

　アメリカでの里親制度の発達は、日本と比較して格段の差がある。脱施設化を唱えてい

るアメリカにとって、第1に家庭養育、第2に里親による家庭養育、第3にグループホー

ム収容第4に施設収容による養育となっている。やむを得ない事情で施設収容に左った

場合でも、施設として、行政機関を通じて里親委託に努めている。

　アメリカの里親開拓の一例として、マイアミのCENTRALIZED　OHILDREN，S

SERV工CEのfoster　care　programに触れてみたい。この機関はマイアミ市の出先機

関で、知能の遅れた児童・精神・身体障害の児童を取扱っている。正規の職員は4人であ

る。そのほかに実習生がいた。里親探しに積極的に取組んでいる。里親のライセンスとし

て、子どもが好きで優しい人、経済的な力があるばかりでなく、愛情のある人、以上の2

点が主な条件である。

　電話で教育機関に依頼したb、新聞広告を出したりして希望者を募る。希望者からの電

話で申込みを受けると、希望者と面接し、その家庭を訪問し、その後警察に依頼して身元

調査をする。その結果問題がないならば、里親のライセンスを与えるわけである。条件に

合う里親は割合に数が少k〈、要保護児童に対して里親数の少ないのが現状である。

　費用については、12歳以上の子どもに対し、月1人180ドル支給する。これは衣食

住の費用である。SWは月1回定期的に里親に対して子どもの状況を聞く。子どもと里親

の人間関係がうまくいかない場合は、2～3回話合い、それでもだめなときは取りやめる

ことがある。青年期に児童が非行（麻薬など）に走った場合に、人間関係がもつれること

があるが、子どもはだいたい安定している。マイアミ区域でtt　400の里親があb、1250

～ L300人の里子をかれらに委託している。

　里親開拓の歴史として、この施設は1940年ころ収容施設であったが、1967年施

設を解消して里親開拓に当った。施設で育った子どもは家庭生活の温か味を知らないので、

色々トラブルが続出した。普通の家庭に帰すようにして、ホスターホームが発達した。施

設の子どもは人間関係において密接でないが、ボスターホームでは、密接な人間関係をも

つことができる。

　最初2～3人集って、小さなグループから里親開拓の仕事を始めた。親戚・知人宅を訪

問して協力を願い、次に全然関係ない地方もほうぼう歩いて、一つ、二つと里親を依頼し

た。それによって近隣の人々が里親制度があるeとを知b、だんだん輪が広がり、現在の

ように電話一本で里親を希望する者が増加してきたのである。

　日本の里親制度は、条件などttアメリカと変らないのであるが、行政機関が消極的なの

で、里親と施設とが余りにも隔離されている。神奈川県の家庭養護センター、神戸市の家
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庭養護寮制度s東京都の養育家庭制度など、わが国でもある一部の地域に、里親開拓のた

めの第一段階としてセンS一を作b、里親を増加させる制度が実施されている。しかし全

国的に広がりが見られaいのは、施設と里親との協同体がtだ成立た左いのではないかと

思う。

　一日里親、三日里親、正月里親週末里親と、里親制度の原点に帰って、少しずつ改革

する必要がある。日本の場合、教育機関、養護施設、福祉機関、その他の児童福祉施設と

連けいを密にし、積極的に里親と協同体を保つようにして推し進めて行くべきである。

　アメリカでは里親と8Wの連けい力桁届いている。里親を探し里親に子どもを預けたあ

との保護が定期的に行われ、密接な関係をもっている。vtアミで里親宅を第2班として

訪問し、これが真の里親の姿であるとつくづく感心させられた。7歳という小さい子か

ら18歳までの9人の子ども（身体障害のある）を養育している里親は71歳で、子ども

が好きで好きでたまらないという人である。里親は言う、施設は子どものためによくない、

個人の家庭で育てたほうが何倍もよい、病気になるとき以外何の心配もない……と。家

庭内の家族構成は、娘（看護婦）、孫娘の3人で、そのほかに里子を1人養子縁組してい

る。家族一丸となって9人の里子の面倒を見ている。それにζたえてか、子どもたちの里

親に対する人間関係は親密で、互いκ信頼し合い、明るさが家庭いっぱいに広がっており、

かれらは体の不自由さなどみじんも感じていない様子であった。里親として代表的な家庭

に違いないが、児童養育の真髄に触れて、われわれ一同ただただ感嘆するばかbであった。

羽田空港で研修団一行
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地域並びにボランティアとのかかわり合いにっいて

第 3 班

　地域に開かれた施設が近年叫ばれている。そういった意味から現在、施設とコミュニテ

ィーケアの中間にあるボスターホーム、バー7ウェーハウス、グループホームが主流をな

しているという、過渡期にあるアメリカでの研修に期待した。しかしこのテーマに関する

限bでは、多少違うところはあるにせよ、かなり共通する実態があった。大きな差をひと

言でいうと、研修した機関・施設に、それぞれ自主性があった。州独自、・郡・市独自の、

また施設独自のやb方があり、しかもそれをベターだといい切る自信さえみえた。

　たとえば、法律ではここまでしか認めていないが、その子にとってさらに援助が必要と

あれば、自己資金で賄うとか、カソリック系では対象児に厳しい純潔教育と、中絶の禁止

を守らせるとか。ハワイ州の施設のように、たとえ何分の1でもハワイアンの血が混って

いなければ、そこの施設では対象にしないとか。逆差別がはっきbしていても、地域住民

が納得していれば、何ら抵抗がないのはおもしろい。

　1600年代の救貧院から1940年代の集団収容までならば、教会のチャリティー、

慈善バザーを催して、地域社会にその苦しい立場を訴えることもよかっただろうが、現在

は時代・対象・ニードも変り、大部分が自已の家庭・里子・養子などと地域社会のなかに

はいってしまっている。そこにはいり得ない情緒障害・精薄・身障・問題児などを収容し、

しかも施設そのものを家庭に近い小規模にし、しかも施設忙入所させることが最後の手段

であることがはっきりしている現状では、地域社会との関連は、アメリカでも、どうすべ

きであるかという模索の時代といえよう。

　このことに関して、それぞれの立場からみた点、気付いた点を記してみよう。

　行政の立場から

　地域社会への働きかけ、住民の啓蒙に力を入れ、その結果、役所が発見するまえに、そ

の者自身から、または家族から申込んでくる件数が、65％にも達しているサンフランシ

スコ。ζれなどは権利・義務をよく理解している国民性もあるが、役所自体の努力の結果

であろう。

　ボランティアの堀り起しは、お互い同志だ、という考え方が徹底している。里親は里親

の紹介が第一と、里親組織を積極的に活用して拡大を図るとか、かつて奉仕を受けた人が、

自ら奉仕するほうに回るという考え方で、テレフォンサーピスにかつて身障者であった人

が当るといった具合である。

　施設の立場から地域に対する働きかけ

　ヒューストン市内のバーネット・ベイランド・ホームでは、ボーイスカウト活動や少年

野球（課外活動としてリトルリーグ）を通じて子どもを指導。
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　ロサンゼルス市内のハザウェー・ホームでは、地域活動に参加して、文化行事の手伝い、

公園の清掃。

　二・・一ヨーク市内のインウッド・ハウスでは、マスコミ、PR、新聞、雑誌と、知人の

つてで載せてもらっているo

　施設の立場から地域社会へPRを兼ねた考え方もある。あの施設を出た子どもならば安

心して採用できる、といわれるまでの信頼感をもってもらえるまでに努力する（バーネッ

ト・ペイランド・ホーム）o

　ボランティアとのかかわりあい

　マイアミ市内のベントランド・ホールでは、施設が住宅を提供してボランティアを住込

ませ，ハウスペアレンツとして指導に当らせている。ワークショップの指導なども積極的

に受入れている。

　同じマイアミ市内の老人施設アダルト・デーケア・センターでは、逆に、かれらは問題

の本質がわからず、問題意識ももっていないので危険であるとしている。センターに来る

老人は、忘れられ、追いやられた人間同士、ここでいろいろのことをやって「生きている

証」を立て、本来の自分に帰る場であるのに、ボランティアはやらせるべきこともやめさ

せてしまうo

　シカゴ市内のハル・ハウスでは、保護者が週に1回以上ボランティアとして保育の無料

奉仕をする仕組みになっている。

　われわれの考えている以上にボランティアの範囲を広く考えている。

　研修旅行24日間に接した住民の理解度もまちまちであって、こうしたアメリカに何を

学べぱよいか。

　一人ひとりの子どもを大切にすること。次の世紀を築く今の子どもを、しっかりした目

的をもって育て上げることが、われわれの責務である、とするならば、施設自体が社会の

要請によって仕事の内容が変り、実施するフ’・グラムが時代のニードによって変るのは当

然である。したがって施設の改変も当然であるという考え方がわかる。そこに社会福祉に

携わる者が社会と密接に連携していると評価できるのである。

第三の家（42ページ）
に収容されている女児
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アメリカの母子福祉の現状に触れて

日本の母子寮を考える

副団長長畦すめる
班長本 間 郷 子

　1．はじめに

　第2次世界大戦の直後、アメリカの直接指導を受けて新しく出発したわが国の社会福祉

事業は、戦後30年、激しい社会変動のなかで、質的にも量的にも変化した対象者のニー

ドに対応しつつ変化してきた。近年わが国における経済成長の低下のftかで、福祉見直し

論が活発に展開され、社会福祉関係者にゆさぶりをかけてきた。このようなとき先進国の

歩みに関心を寄せるものは少左くない。母子寮従事者の代表はこのたび資生堂社会福祉事

業財団の主催する第6回児童福祉施設職員海外派遣研修の一員に参加する機会を与えられ、

アメリカ各地の児童福祉行政施策・施設の現状を見学することができた。このことは参加

者にはもちろん、全国母子寮関係者にとっても大きな福音であった。その実現に労を惜し

tなかった主催者をはじめ多くの方々に感謝したい。

　研修の成果は、参加者の今後における実際活動に期待するものであるが、各員の報告書

にみられるように収穫の大きかったことを知り喜びにたえない。

　さて、母子寮班の研修報告の詳細は、各員の報告に譲り、以下大まかに集約し、母子寮

班の報告としたい。

　2．アメリカの現状より

　第1は、1950年以降の施設形態の変化であった。児童にとって望ましい養育環境と

して家庭が重視され、児童は、第一義的に家庭にとどまるものであb、やむを得ず家庭に

とどtることができない場合も、家庭環境に類似する里親養子縁組が渉先されたo施設

は個別指導の不可能lt児童を対象とレ小規模化し、専門化し、地域に溶けこんで存在す

るグループホームも珍しくなかったo

　第2は施設の在所期間が短かいことである。

　第3は職員の専門性が高く、処遇上必要な職種の職員が充分に配置され、職員が自信を

もって施設目的の遂行に当っていることであった。

　さらに母子家庭であることがハンディキャップとなるようなことはないし、未婚の母に

対する見方、考え方にも、国民性、価値観の相違があることであった。また、たとえば、

公営住宅が家族数や、家族員の性別によって部屋数が決められているなど、社会福祉の周
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辺にある諸制度が充実し、住民の生活に視点がおかれていることであった。

　アメリカに学ぶべき母子福祉はないと聞いていた坑現に夫の虐待から緊急避難してき

た母子家庭のための相談・治療・教育・収容保護施設があり、職員は日本の母子寮に関心

を寄せ、言葉の不自由さを乗越えて意見の交換ができた。また未婚の母とその子の施設、

デーナーサリーと併設の母のための職業訓練所が所在し、機能的に関連を保っている姿を

みることができた。人種問題は深刻で、病める大国の姿を町角や福祉の現場によく見たこ

と、人々の生活の基盤にある宗教心の深さ強さに打たれるなど、大いに啓発されるところ

があった0

　3．日本の母子寮を考える

　日本の母子寮の現状や、問題点については関係者のあいだで既に論議されている通りで、

ここに改めて取りあげる必要はないので省略するが、アメリカの福祉の現状に触れてs改

めてこれからの母子寮について考えてみたい。

　わが国の社会保障制度や、施設を取巻く周辺の諸制度諸政策は、今後いっそう改善され、

充実され、それは母子家庭にとっても、物質的・経済的生活の補強に役立つものとなるで

あろうが、離婚・未婚・夫の暴力・その他の理由で生別する母子家庭が増加する傾向のな

かで，心身の障害や情緒不安定な母子家庭、母性・育児知識・技能の未成熟な若い母とそ

の子どもの家庭に対しては、精神的・治療的・教育的援助にはなり得ないであろう。父性の

欠ける母子家庭にとって精神的安定は、自立の重要な条件である。その意味にかいて日本

の母子寮は、今後も期待してよい施設である。このような母子家庭の立場から母と子を家

庭としてありのままに受入れることのできる母子寮は、改めて見直され、処遇を高める方

向で改善されてよい施設である。

　母子寮の入所・退所の基準を設けて、対象者を明らかにし、利用することを希望する母

子家庭に平等にその機会を与え、母子寮の機能を専門化し、職員の資質向上、定数の改善

が図られるftらば、地域間や施設間の格差は縮少され、単なる屋根対策が解消され、結果

的に処遇の向上に期待がもてるであろう。母子寮にこのような態勢がつくられるならば、

地域に在宅する母子家庭にとっても、母子寮はよい相談機関として専門性を発揮し、地域

福祉のセンター的役割を果すことができるのではなかろうかと考える。

　研修の成果を踏まえ、広い視野に立って母子福祉をとらえ、ニードに対応する母子寮づ

くbに努力することが、研修に参加し得たものの役割のひとつではないかと考える。

　4．班長報告

　アメリカには日本のような母子寮はもちろんない。しかし母子を収容する施設はある。

アメリカの母子収容施設の特徴の第1は、夫の虐待から逃れてきた母子の収容施設とか、

若年（ほとんどが10代）の未婚の母子の収容施設とか、問題別に分けて収容しているこ

とである。そして妊婦のうちから母子として収容している。

　その第2は入所期間が短いことである。私たちが訪れたデンバーの「夫の虐待から逃れ

てきた母子の収容施設」では入所期間が1か月であり、ワシントンの未婚の母子の収容施
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設では「出産後6か月、または21歳になったら退所」し左ければならず、もういっぼう

の施設も「出産後18か月以内に退所」で、その間に母親としての意識や役割を教育する

というものである。

　第3は職員の数が多く、それぞれ専門的に分化して仕事をしてkり、24時間の勤務体

制を執っていることである。職員の数はデンバーの施設では定員30世帯（現員は15世

帯）に対して16人の職員がkb、そのうち10人が交代で24時間の勤務を行っている。

ワシントンでは36人の定員に対し職員が40人（パートを含む、正規の職員は25人く

らい｝ということである。

　これを日本の母子寮の現状と比較してみると、第1の点について、日本では入所してい

る母子は身心に障害のある人（盲、聾唖、精薄身体障害者など）、未婚の母子、夫の暴

力より逃れてきている母子、別居中の人、単に住宅に困っているだけの母子、といろいろ

さまざまで、年齢的にみても10代から50代tでと、まさに社会の縮図的様相である。

第2の入所期間をみても、日本の児童福祉法では子どもがua　18歳になるまで入所してい

られるわげであるから、1か月で退寮する人もあれば10年もいる人もあり、平均3～4

年というところである。第3の点にbいては同じ30世帯の定員でも、日本では職員はわ

ずかに5～6人である。そのうち直接母子の指導に当るのは寮母2人と指導員1人、それ

も書記と兼務となっている。

　このようにして両方の相違点をみていくとき、この相違がひとつには両国の国民性の違

いによるものではないかと思われるふしがある。アメリカでは、母子家庭はハンディキャ

ップではtいという考えが一般的である。私たちは今回の研修で、国民性の相違による社

会にbける婦人の地位や、母子家庭の位置について学んでくることも目的の一つであった。

　日本では古くから「母子家庭」はハンディキャップとして扱われ、就職や結婚にさしつ

かえた時期もあった。今は以前のようなことはなくなったとはいえ、まだまだ偏見がある。

　このような感覚でアメリカで「母子世帯はどのくらいありますか」「母親はどのような職

業に就いていますか」「母子家庭の経済状態は」と質問してみても、合点のいかぬ表情で、

「仕事？　どんな職業にでも就きます」「女性でも職業をもって立派に生活していける。

できない人には公的扶助があるではないか」という具合で、母子家庭の数も正確に把握し

ていないところもあるo

　しかし母子家庭に対する施策がまったくないというわけではなく、安くはいれる公営住

宅（月45～50ドルくらい）への入居も可能で、母と男女の子どものいる世帯は、必ず

3つの部屋が与えられ（男女の部屋は必ず別にする）、母と女子2人の場合には2部屋と

いうような配慮もされている。公的扶助の制度もあり（年収4千ドル以下の人に月235

ドル、子ども1人につき25ドルアップ）、自分で金の管理のできない人には、家賃など

を直接関係者に支払うこともある。

　ζのiうに母子家庭であっても社会で対等に生活していくことができれば、10代の母

親なら収容して保護する必要もあるが（ワシントンD．G．では年間の出生率のうち非嫡出子
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が嫡出子を上回るというような状態で、この施設の必要性は大きい）、成人となった女性

がたとえ未婚で子どもを産んだからとて、特に収容保護する必要はなレ・ということであろ

う。

　アメリカで情緒障害児の施設を訪れた際、入所1ている子どもたちの入所理由を尋ねた

ら「学校で教師や友達とうまくいかない」「すぐ暴力を振るう」「非行化している」など

であった。その程度の子どもならば、どこの母子寮にだって何人かはいる。そのような子

どもたちだけを収容して専門の職員が指導しているというのに、日本の母子寮で書記と兼

務した指導員が1人でいったいどれほどのことができるというのだろう。

　それは母親についても同じで、いろいろな原因で入寮しているということは、それぞれ

にいろいろft問題をもっているということであり、職員は種々雑多な問題と取組んでいる。

デンバーの施設では正規の職員のなかに弁護士もいるということであるが、日本では私た

ち職員が六法全書をひもときながら、認知・慰謝料・離婚などの問題と取組んでいる毎日

である。

　アメリカの施設の職員と話合いをした際、若い母親が乳飲み子をかかえて社会で生活す

るのは心配なので、日本の母子寮のよう左制度があるといいと思うという職員もあれば、

反面、長く入所していることは人間の決断力や生活力を鈍らせることであるという職員も

いた。そのどちらが良いかについて是非を述べられるほど深くはいりこんで研修してきた

わけでは左いが、日本でも若年者の性の問題が取沙汰されたり、また母子寮の問題別の分

化を提案している副田試案というものが出されている折から、母子寮の今後の在り方につ

いて深く考えさせられたo

インウッド・ハウス（74～77べ一ジ）の施設長と母子寮班
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高津学園

大阪市天王寺区城南寺町

1番地の2

DEPARTMENT　OF　SOCIAL　SERVICES
CITY　AND　COUNTY　OF　SAN　FRANCISCO．
（サンフランシスコ市・郡社会福祉局）

所在地　840Market　St．，　San　Francisco　Cal．94120

説明者　Edwin　S．Sarsfied（General　Manager｝

　　　　各分野の担当者11人

　　　　11月28日午前
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1

　カルフォルニア州は人口約2100万人で、そのうちサンフランシスコ市は約65万人
である。そのなかで援助を必要とする家族は約16．000世帯、約5万人いるという。
1．社会福祉局の機構

市　長

S㏄IAL　SERVlCES　C㎝MISSON（社会福祉委員会）

委員長 副委員長 委　員 委　員 委　員 書　記

局長（サースフィールド）
地域福祉課

企画課 次　長 調査計画課

人事部長　　　生活保護部長　　　　　　社会福祉部長　　　　　　管理部長　　　会計庶務部長

児童家庭課 成人福祉課

人事係
計　画
推進係

ETRS
財　政 一　般

計　理

人事開
発係

受付係
家庭内
福祉係

職　業
紹介係

成　人
福祉係

管理係
食　券
計　理

運営係
家庭外
福祉係

特　別
管理係

一　般
援助係

制　度
組織係

出納係

運営係 経理係 統計
不動産売
却納付係

医療係 CDSCU 代　理
受取係

食券係 資格
検査

自動車
　理、

ハンド

ブプク

　ソーシャルサービス・コミッショナー5人は、市長によって任命され、その任期は4年
である。
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z　！年間の取扱い件数と人数（1976～77会計年度報告よb）

プログラム 件　数 前年度比 人　数 前年度比

公的扶助 ％ ％

精薄者に対する援助 7
一 12，5

7
一 12．5

要養護児童をもつ家庭に 17，164 一 5，8 50，536 一 3．9

里親委託 1，567 一 18．0 1，567 一 18．0

一般援助 4，215 一 49．5 4，342 一 48．6

キューバの亡命者と本国送還 125
一 18．8

196
一 9。3

23，647 一 19．4 56，648 一 10．4

医療制度

医療援助のみ

成人に対する医療援助 3，446 一 2．3 3，446 一 2．3

要養護児童をもつ家庭に 3，615 十162 8，942 十4、7

貧窮者への医療援助

成人、子どもをもつ家庭に 18，906 十153 19，805 十157
食券の支給 15，193 一 21．0 26，099 一 22，7

合　計 64，238 一 9、0 114，940 一 8．9

3．社会福祉局で実施されている内容

（1）公的扶助（Income　Maintenance）

　要養護児童をもつ家庭への援助

　要養護児童をもつ家庭の児童が自活するま

　での援助

　児童に対しての寄宿舎、公的な建物の援助

　盲人が自活できるための援助

　カリフォルニア医療制度

②社会福祉（Social　Services）

　成人への一般援助

　成人への特別援助

　　成人保護援助／老人のための住宅ライセ

　　ンス／老人の職業紹介／医療保護援助／

　　精薄者／施設入所資格（18～64歳）と精

　　薄努子のリハピリセンターの職業紹介

　教育的左訓練と社会復帰への援助

　ボランティアによる援助

一般的援助

食券制度

低所得老に対する援助

インドシナ人亡命者への援助

キ）・一一バ人亡命者への援助

合衆国々民に帰化した者への一時的援助

家族と児童の一般援助

家族と児童の特別援助

　養子縁組／里親の紹介と児童の養護／

　児童の相談・案内・保護の援助／児童

　の施設入所資格と調査／通園（昼間）

　援助／家族計画援助／医療保護援助

情報の交換

地域援助
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　4．里親、グルーブホームについて

　サンフランシスコ市には家庭の左い児童が約1万4千人いる。かれらを家庭にいかに

して帰すかが問題である。

　措置権は州にある。要保護児童の発見、入所径路については、①家族、親せきから自

発的な通告によるもの65％　②警察、家庭裁判所からの通告〔親が子どもを虐待する）

によるもの35％である。この入所判定の基準は、受付係（8人）が子どもたちの状態を

観察、心理テストなどして判断する。昨年度は1．400人の子どもを扱い、健康な児童900

人は里親、グループホームに、500人は治療施設（非行に走bかけている、自閉症、精神

薄弱障害）に収容された。精薄児でも障害が伴わなげれば、里親にあずけることもある。

　里親になるには（資格条件）、犯罪のないこと、健康であるという証明（特に結核）が

必要で、家屋を持っていなくてもよい。火事の場合の安全性があれば母子家庭であっても

よいし、扶助を受けていてもよい。昨年度認可された里親は355家庭ある。子どもが委託

されるとその後6か月は追跡調査をされるカへその後のアフターケアはない。里親に委託

された子どもと実の親とを結び付けるようにするため、家庭の指導がなされている。

　里親の開拓方法については、ラジオ・テレビ・新聞による呼びかけが多い。里親が自分

の友達左どに呼びかけて、里親同士が話合っていくのが最もよいようである。

　養子縁組については、昨年1年間に74人の子どもが委託されている。戸籍の面で日本

の場合と異なb、入籍以前のことは全くわからなくなるので、近親結婚による障害のため

悲劇もまれにあった。

　養子縁組といえば、以前は乳児がほとんどであったが、中絶ができるようになり、昨年

の平均年齢は7歳ぐらいになっ7k　，，親権の剥奪については、ここ数年の動きとして親が6

か月～1年間訪問しなかったり、アルコール中毒患者などの場合になされる。

　グループホームは35～40ホームある。個人経営が多い。10歳以上の児童を6人ぐ

らいのグループで収容し、グループ指導する。また治療施設で治療を終った後に、グルー

ブホームで生活させることもある。

　5．ボランティア、保育所、学童保育につhて

　ボランティア活動については、郡ごとに必ずなければならないと規定されている。サン

フランシスコ市には200人ぐらいのボランティアがいる。この人たちの活動の内容は、

独り住いの老人に電話をかけて慰めたり、通院の付添いをしてあげた9で、老人でも元気

な人は、核家庭の子どもたちをみてあげたり、家庭教師的なことをしている。

　保育所、学童保育所については、市に50～60か所ある。就学前（3～5歳｝に通う

ところ（2歳にならなければ保育所にはいれない）と、学童に対して下校後みるところで

ある。特別va乳児保育所は3か所あるが、これはほんとに小さな規模である。これらの費

用は、公的扶助を受けている場合は無料であb、他は収入に応じて支払われている。

　母子家庭に対しての公的扶助はないが、安く入居できるように住宅援助がなされている。

子どもの人数によb、家族が多い場合は65ドル、少ない場合は45ドルである。
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6．市としての児童および母子に対する課題

　サンフランシスコ市は老人が多い市であるため、里親の人数も少なぐ（350件）里親

委託児の60％は市外の里親に委託している。また市の教育制度もよい方ではないので、

問題児も多く、もっと制度の整った市外の方が子どもたちにとっては良いと話してbられ

たが、アメリカを背負ってたつ子どもたちにとって大きな問題ではないかと思った。

研修所感（石井公子）

　出発前にアメリカの社会福祉、特に施設関係についての話を聞き、最近の傾向の概略を

頭に入れて研修に臨む。アメリカ人の精神的バックボーンとして、キリスト教による博愛

主義があり、また自分たちのコミュニティーは自分たちの力で築き上げていくという積極

的なコミュニティーづくりの姿勢もあり、各州によって多少の違いはあるにしても、根本

的・基本的な考え方には変りはない。

　サンフランシスコ市で行政面の概略をつかんだことは、その後の各施設訪問に役立った。

　アメリカは世界でも最もボランティァ活動の盛んな国であると聞いていたが、サンフラ

ンシスコで老人が保育所などで活躍しているという説明も、シカゴのハル・ハウスの保育所

で男性の高齢老ボランティアを見てうなずけた。

　財政面において、民間施設であれば政府・州・市などからの補助金は全くなく、各施設

独自の寄付金などで賄っている。したがって社会へのPRにも力を注がねばならないし、

それに、活動の内容・実績いかんで寄付金の配分も違ってくる。公立の場合でもその施設

の実績によって、出される費用が異なるということは、日本と比較して大変厳しい面があ

る。したがって常に援助の内容・実績が評価されている。それが、アメリカ自身の社会福

祉全体の向上につながっていると思った。この点は日本でも学ぶ面が多大にある。

　しかしアメリカにも青少年の非行が多く、未婚の母の増加の著しいことなど、大きな悩

みを抱えていることも知った。

　子どもは家庭で育てるということが国民に徹底してteり、施設に入所しても、親の指導

がよくなされていて、施設の在園期間が短く、家庭に早く帰すという。日本でも親の指導

と家庭のなかでの他児養育の方法を、もっと考えていってもよいと痛感した。

　次々に施設や公的機関の訪問を重ねるごとに感じたのが、説明をしてくださるディレク

ターの方々に女性が多いこと、そこに働く職員の多くが女性で、社会福祉活動における指

導的な立場に女性の役割が非常に大きいということであった。

　施設の形態が大舎制から小舎制へ、その中間的存在としてのグループホーム、町はずれ

から町のなかへと移行していく形をみても、できるだけ家庭に近い、落着いたふんい気の

なかで子どもを育てるという方針がよくわかる。知識として知っていても、自分の目で見

て確かめたことは、このうえない幸せだったと思います。
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研修報告 児童指導員
むら　　とし　　みち

村　　俊　　亨

円福会円福寺愛育園

長野市篠ノ井横田869

THE　DENVER　CHILDREN’S　HOME．
（デンバー子どもホームー情緒障害児治療養護施設）

所在地

説明老

1501Albion　Street，　Denver，　Colo．80220

Jeffrey　L　Dolgan（施設長）

M』Paul　Crooks　（事務長）

11月29日午前
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　第2の訪問地コロラド州デンバー市に到着した夜、ここでの最初の研修施設、デンバー

子どもホームの事務長、M・Paul　Crooksさんがホテルに来られ、われわれ一同はごあい

さつする。翌朝9時、施設訪問。快活なM・Paul　Creoksさんやコロラド児童保護施設協

会の方々、当施設の幹部職員の出迎えを受けた。施設は静かな住宅地のなかにあった。外

観はこの美しい町によく調和したれんが造り3階建で、施設という感じを受けない普通の

建物であった。

　施設種別　情緒障害児治療施設、民間立。

　経営主体　コロラド児童保護施設協会（会長権・Hal　Harper）コロラド州33か所の施

設を統轄。州との連絡は非常に緊密である。

　監督指導官庁　The　Lieesing　Di▽ision　of　the　Colorado　Department　of　Social

Services．

　The　National　Assoeiation　of　Hernes　for　Childrenに属している。

　施設の沿革

　1881年にデンバー孤児院として開設された。それまでに1876年、養育院として

始められ、1880年コロラド州によって具体化され、上記の年に始る。当初は孤児が対

象であった瓜1898年、State　Homeが設立されるとともに、孤児は養子縁組の対象

としてそこに送られた。そのため時代のニードに沿って施設を教育治療を必要とする児童

のための所として転換を図り、1962年デンバー・チルドレンズホームという情緒障害

児治療施設となった。

　対象者　10歳～16歳の男女。定員65人、現在48人。

　入所理由　①情緒障害（知恵おくれや脳の欠陥のない）。②被虐待児（養子縁組として

外へ紹介する）。③アルコール中毒、麻薬などに親が冒された家庭から。④ベトナム避難

民、その他のアジアより。

　入所経路一学校、医院、病院、里親グルーブホームはもちろん、家庭、地域を通じて

訴えられ、施設に収容となる。施設が相談措置の権限をもつ。

旦　50人の常勤職員と6人の非常勤職員。そのうえにデンバー公立学校から3人の先生が
派遣されてきている。4人の専門相談員が学生（研究生）の指導とともに施設の治療職員

の相談に応じている。

　専門職一施設長1人、施設長補佐兼Treatment　Leader　1人、精神科医1人、事務長

1人、Intake　Worker（面接員）1人、　Treatment　Leaderd人、心理判定員1人、先

生（教科全担当1人、技術と体育1人、絵画1人）計3人、公立学校への連絡相談員2人、

看護婦1人、給食担当栄養士1人、児童指導員（主任）5人、歯科相談員1人、小児科相

談員1人、治療相談員（学生、臨床心理学博士課程）2人、

　寮の担当は下記の職員で構成されている。心理学者、Social　Worker、児童指導員（主

任）のもとにChildWorkerがいる。看護婦（各寮をみる）。
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　職員の勤務編成は、専務およびカウンセラーは9時から5時、寮の担当の児童指導員は

3時から午後11時、夜警員は午後11時から朝9時まで。

　職員は児童の日常の生理衛生、学習ホームワーク、各児童の問題の理解、児童の話合い

のなかで自分たちの問題を見付けさせる。両親・家族に施設に来てもらい、児童について、

また親自身の問題をも考えさせる。土・日曜日には家庭に帰すことも行われる。児童の治

療期間はbよそ13か月を目標にしている。アフターケァも担当職員が訪問して行われる。

　この施設独特の児童育成の方法に「The　Levels　System」というのがある。入所から

退園までの月日を6段階として、5つの目標が各段階にあり、段階を上がるごとに高度に

なっていき、最後に目標に達したとするものである。

　職員の専門職の資格は大学修士課程以上で、Social　Workerは博士課程卒以上でない

とそのように呼ばれないとのこと。心理学者、精神病理学者には、長く勤務してもらうた

め手当は高額とのことである。

　生活処遇

　児童の一日は居室での生活と施設内の特殊学校へ通うことの2つに大別される。一日は

起床、7時30分朝食続いて8時30分から3時まで通学。放課後はChild　Care
Staffによって寮や学校で休みをとったbcareを受ける。就寝は年齢によって異なる。

　寮生活

　寮は7つある。1寮は男女7人（4人の男子、3人の女子）である。グループ編成上の

考えは「気の合った子ども同士」、またリーダーシップのある子を1人入れてある。寮内

はシングル室（ベッド1、つくえ1）、タプル室（ペッド1、つくえ1、タンス1）と、

テレビ室・娯楽室・看護室・夜警室。部屋の天井は平らでなく、ドーム状になったりして

いて変化がある。

　女の子の部屋には男の子の写真が張ってあり、男の子の室には「はいるな」というドァ

の落書など。女の子のつくえの上には化粧品、マニキュァの道具などもあり、女の子の部

屋らしかった。これは支給されるとのことである。娯楽室はゲームコーナーと卓球台。ま

た部屋と部屋とのあいだにペンチが置いてあり、ち1っと集って雑談をするのによいと思

った。ベブシコーラの自動販売機もあった。

　1階に職員室、応接室、学楓給食室、食堂、洗たく室、倉庫がある。食堂は明るく広

く、側面がきれいな花柄模様で張られていた。2階、3階が寮である。

　特殊学校について

　施設内にこの恵まれない児童のために学校が開かれているのが特色である。学校では施

設とデンバー公立学校が共に携えて教育に当っている。公立学校から先生が3人派遣され

てきている。デンバー地区の公立学校へ行けない子（学業が劣る、遅れてしまった）、はみ

だした子がはいっている。ζの教育プログラムの目標は、ζれらの児童を早い機会に公立

学校へ復帰させることにある。

　教育内容は国語、算数、社会、歴史、科学、家庭、作文、絵画手芸演劇、やきもの、
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木工などである。やきもの、絵画、手芸、木工はめいめいが楽しむことができるよう、そ

の場所が開放されている。やきものの作品（例、灰ざら）は慈善で売り、収入は自分のも

のとなる。絵は自由に書かせている。その児童の心の奥を知る目的で、試みているのであ

る。

　最初に見せていただいたやきものの教室では、生徒（9歳）が1人、授業のあとの掃除

中であった。次に絵画教室では、教室内の装飾について先生と生徒がああしよう、こうし

ようと相談中であpた。確かに古びた感じがした。木工室はわが国の中学校の技術科室の

ようであった。基礎的木工機械がそろっていた。ここで初めてノコギリがわが国と反対に

押したときに切れるのを見て、話には聞いていたが、なるほどと感心した。

　ある教室は科学の時間で、若い女の先生に4～5人の女の子甑太陽と各惑星の大きさ

の比較を天井からつるした球で勉強していた。全員がわれわれをにこやかに迎えてくれた。

他の教室では若い男の先生に4～5人の男女が道徳の授業を受けていた。隣の教室は国語

の時間で、広い室内に2つのグループに分れて、それぞれ3～4人ずつ先生に教わってい

た。その1つのグループでは、読み方矯正器（小型テレビで字幕を読むのと同じ方法）を

使って、読みの練習をしていた。14歳～15歳で本を読めない子がいるとのこと。なか

なかよく考えられた器械であった。授業が楽しいと思う。各教室とも少lt・h人数で静かな

ふんい気のなかに、指導が行届いているようであった。この各教室への出席は強制的であ

る。

　地域との関係は深い。開業医、医療健康センター、精神病院、病院と密接な関係にある。

またどの宗教の宗派にも属していないカX励しや、援助は受けている。運営資金はコロラ

ド州より児童1人当り月1，175ドル支給される。児童の小遣いは10歳から毎週1ドル

半で始められる。次第に額を増していく。
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研修所感（北村俊亭）

　デンバー市訪問2日目の夜、デンバー子どもホームの事務長、M・Paul　Crooksさんの

ご家庭に、研修団一同は招待を受けた。私にとって、この研修旅行で一番印象深かったこ

とである。施設の施設長さんをはじめ、他の先生方も来られて、一緒に楽しい夜のひと時

を過させていただいた。Crooksさん宅は奥さんと女のte子さん（8歳）の3人家族で、

豪放らい落なご主人と対照的に、奥さんは小柄な和服の似合う日本の人であっft。Crook

さんご自身は、かつて日本の駐留軍基地に勤務されていたそうである。家中を解放して、

われわれを最大限に歓迎してくださった。奥さんの手料理は美しく、tsいしかった。ご主

人は一人一人に希望する飲物を自らせんを抜いて手渡してくれた。われわれは研修のこと

も忘A甘える子どもの心になっていた。奥さんが日本人でB本語が通じることカ㍉これ

ほど身近に感じたことはなかった。お子さんは大喜びで、あっちの部屋、こっちの部屋と

家中を歩き回っていたc日本の硬貨を見せてくれた。われわれは歌を歌いお礼とする。

　さて、われわれが辞去する間際に、お子さんが奥さんに呼ばれて「先生が来られました

よ」と言われた。はじめ意味がわからなかったが、お子さんを預ってくれる家庭教師の方

とか。あとでわかったが、これが有名な「ペピーシッター」（子守）とのこと。日本であ

れば子どもも一緒vateとなと行動を共にするのだ然米国では子どもは大人の生活から離

れ、離された子どもは子どもの世界に生きる。お子さんは悲しい感じを与えず、喜んで先

生のところに行ってしまった。われわれのバスの運転手日く「これはアメリカの困った制

度だ」と。これは戦争によって父や夫を戦地に送り、留守を預る妻が働くために子どもを

預けたのが始りとのことである。私は、子どもが小さいのに、また夜でもあるのに、父母

から離れていく子を見て、ふと故郷を思った。施設の職員もまた他の人から手助けを受け

たり、いろいろしてもらう立場にあるわけである。富める者、強老が、貧しき者、弱者を

援助するというのではなく、福祉とはすぺての人が、互いにやってやったり、してもらっ

たりということである。

　施設内の特殊学校について。米国の施設は広大な敷地をもち、建物の内部はよく管理さ

れて、職員一人一人の役割の徹底をみた。児童を小人数に分けて、大勢の職員が専門専門

に分れ、また統合して問題を解決していく。その児童の心の奥深くに、迫っていく教育は

うらやましく思った。

　目標を立て、治療の期間が短い。解決が早い。わが国でも教護院、虚弱児施設、肢体不

自由児の施設内学校をみることはできる力人まだ考えがそこまでいっていない。職員のふ

ぞろい、経費がない、公立学校との関係もあり、軽んじられている。対象が微々たること

で、他の関心をひかない。米国の施設内学校教育は徹底している。公立学校の職員も参加

して、施設の職員と力を合せてやっている。児童を育てるという同じ目標もさることなが

ら、教えている場所は違っても同学歴（Dr・　SVVなどカレッジ以上の専門教育を受けた職

員）、すなわち施設職員であっても学科を教える資格をもっているためと思われる。
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　教育で大切にしているものは、やはり国語であった。次に感じたことだカ＼技術、工作、

やきもの、家庭科、道徳スポーツなどに比較的重点をおいているようであった。教育と

は「すぐ実際に役立つもの」とみえる。

　ハンディーを負った子のハンディーを1日も早く取り除こうと、授業に職員の手作りの

教材もさることながら、器機の導入もよいと思った。文章の読み取り矯正機、工作機械、

道具、やきものなどは、B本にもどんどんはいってきつつあるようである。

　米国の教育は文献によると、人力薬ると次の世代を育てるという目的のために、住民た

ちのあいだから、良い学校を造ろうという声が上がる。政府からの天下りでなく、市民の

自発性に基づいた学校建設が行われる。とすれば、施設内の特殊学校の設立もまた、同じ

考えでできたと思う。必要なものはすぐ実行、良い子どもを育てよう、ハンディーを背負

った子を救おうと、一生懸命なのである。

　里親については1800年代の中ごろの有名な南北戦争の戦後処理として、多くの孤児

の救済の必要が出た。そして宗教的背景や、それに関係ないそれぞれの地区で救いの手が

伸び、孤児院ができた。当時は1施設で多くの児童を保護していた（700人～800人）。

時代が下がるとともに、「子どもは家庭で育つのが最も良いのだ」という考えのなかで、

孤児は家庭に最も近い里親に依託された。孤児ばかりでなく、不幸な家庭の子、低年齢の

子（施設に入所しない）なども里親に育てられる。

　里親としては年齢の低い子、良い子が預りやすいので、希望者が多いとのこと。年齢が

上であったり、悪い子は、種々の問題が発生し指導しにくい。幾ら養育費が出てもやりた

がらない。州や政府も援助を年齢が上がるほど最大級に出している然経費も良い子は安

く、問題児は高い。良い子は年190ドル、問題児は年30，000ドルと差がある。平均

年250ドル。

　里親には免許がいる。5人までの児童を扱うことができる。期間は2年、それ以上もあ

る。実親に引取られる子も多い。里親には、夜、捨て子などが発生した場合の緊急の指定

里親もある。里親も宗教的燗愛から出樺鵠神の人もあれば、個人的希望として子ど

もが欲しいというζともある。経費の裏付けも関係している。預り期間に限度があること

も、預ることに気を楽にさせる。でも理由はどうであれ、児童の面倒をみることには変り

ない。
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東京都同胞援護会

豊島母子寮

東京都豊島区長崎3－26－4

WOMEN　IN　CRISIS　CENTER．
（婦人の危機センター一婦人相談所および母子収容施設）

所在地

説明者

1426Pierce　Street，Lakewood，　Colo・80214

LaurieSmith（リソース・コーディネーター）

Nancy　Garrison（アシスタント・アドミニストレーター）

Price　Patty（弁護士）

11月29日午前
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　1．沿革

　この施設は夫の暴力に悩む婦人の相談センターと、夫の虐待から逃れてきた母子の収容

施設である。米国va　tsいて、婦人に対する家庭内暴力について注目されるようになったの

は遅かった。エリンビッツの『わめかないで、隣人に聞えるから』という本（1974年

ロンドンで発行）DX婦人問題を国際的に喚起させた。米国では1975年に一般の新聞、

雑誌を通して広く注目を浴び、打ちひしがれた婦人たちの哀れな状態が明らかにされた。

1976年にはラジオやテレビで注目されるようになり、侮辱を受けた婦人を助けるため

の会議なども開かれ、その組織が大きくなりはじめた。このような背景をもって、センタ

ーが1977年5月創立されるにいたった。

　2．経営主体

　経営主体は民間のEVERGREEN　DEVE　LO　PMENTAL　CENTER（エパーグリーン

開発七ンター）である。エバーグリーン開発センターは「就学前教育」「子どもの創造教

育」「少年のしつけ教室」「家族教育」「婦人に職場を与える運動」など、人間の育成研

究すぺてに携わり、幅広い活動を行っている。

　財源の一部をピットン財団が援助してtsり、コロラド州セタ郡も1978年5月まで（1

年間のみ）援助することになっている。そしてそのほかにアメリカ赤十字、国際組織の婦

人部、ジェファーソン郡の行動部隊、多数の教会のサービス組織などA活発にこの施設

を支援している。

　3．センターの目的

　このセンターでは実際の仕事である3つのプログラムをもっている。それは1教育」「防

止」「避難」ということである。次にその3つの内容について述べてみたいと思う。

　①教育

　「虐待」というものに対する認識や、一般の人の知識を高めるための教育を、幅広く実

施している。職員は国内の暴力に対するさまざまな統計をとったり、文献の交換や編集を

行って、それを広く世間に報告している。また婦人たちが主張したいと思うことの代弁機

関の役割を果して、婦人の地位を高めることに努力している。

　②防止

　熟練したカウンセラーが個人・夫婦・家族のなかにはいり込んで、危機にいたった人間

関係の調停を務める。また「暴力」に訴えることなく、円満な人格に変ることができるよ

う助言や援助をする。文通・対話などにより、互いのコミュニケーションを常に保たせて

いる。

③避難

　上記の2点で救えなかった人たち、実際に暴力に直面した人たちを避難させる。Shel－

ter（もとの意味は避難所、施設のこと、　Safe－hemeとも呼ばれる）がこの役割を果し

ている。
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　4．Shelterについて

　この施設が開設されたのは相談センターより一足おくれて、1977年8月15日であ

る。ここの所在地は夫が追いかけてきたりする恐れがあるので明らかにされていないA

市内にあるシニアセンター（老人ホーム）に併設されている。定員は30世帯で、現在15

世帯が入居している。

　入所経路については、自分から自発的にやってくる者、委託の政府機関を通じてやって

くる者、友人に付き添われてやってくる者のほか、非常事態に警察官に直接連れてこられ

る者もある。施設は24時間いつでも開いてbり、いつでも入所できる。食物・衣類・生

活の必需品が与えられるので、母子が身の危険を感じたときは着の身着のままで飛び込む

ことができる。そして入所時に必要であれば、救急の医療機関に紹介され、治療を受ける

ことができる。

　少し落ちついて施設に慣れると、施設の日課に従って生活しなければならない。日課は

朝食が7時、昼食が11時30分、夕食が5時30分となって鉛り、午前と午後の2回（午

前は9時より、午後は8時30分より）グループミーティングが行われ、母親はこれに参

加しなければならなh。グループミーティングとはセーフホーム・カウンセラーの指導の

もとに行われるもので、母親たちは自分たちの結婚生活をふりかえり、なぜこのような事

態になったのか、今後どのように生きていったらよいのかについて、互いに話合う。朝の

ミーティングでは自分が今日1日しようとすること、「就職口を探しに行く」「弁護士と

会う」などを皆のまえで発表し、夜のミーティングではその成果について発表、反省する。

　そのほか母親は規則的に担当のカウンセラーや弁護士と会って、個人的なカウンセリン

グや法律的な助言を受けたり、また夫とともに夫婦カウンセリングを受けたりする。

　いっぼう子どもは地域の学校とよく連絡がとれており、いつでも受入れてもらえること

になっている。入所と同時に近くの学校に通学する。そして子どもは母親の責任において

みることになっている。

　このようにして入所期間中いろいろな訓練を受けた母子は、感情と経済の独立を図り、

1か月後には退所していくことになる（入所期間は1か月を限度としており、時にはそれ

を越すこともあるが、長くて3か月である）。入所期間が1か月間と短いことについては、

それ以上いると決断力と生活力を鈍らせるばかりだからである。ここでの指導方針は「決

断力を育てる」ことである。退所先については、復縁する者が16～17％あり、その他

は自分で独立して仕事をし、アパートを貸りる、実家や親戚に引取られて行く、となって

いる。

　施設の設備については、居室のほかに集会所・遊戯室・遊技室・食堂がある。居室は8

畳くらいの広さで、ベットが置いてある。きちんと片付いている部屋もあれば、ベッドの

上に衣類や下着が散乱している部屋もあり、いずこの国も同じ風景であった。遊戯室はカ

ー テン代りに敷布が窓にぶら下がっており、遊具とおぼしきものはほとんどなかった。

　食事は隣のシニアセンターから運ばれてくる。居室に炊事場が付いており、各世帯で作
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って食べるようにすればよいのであるが仮住まいで思うようにはいかなAと職員が話

しておられた。必要に迫られて造った施設で、財政難が目に見えるようで、今の一番の問

題は？と問うた私たちに、ディレクターは一言で「金です」と言切った。

　施設には「ホットライン」と呼ばれる特徴的なものがある。それは24時間、専門のカ

ウンセラーが電話によるカウンセリングを行うものである。婦人たちは遠方からも電話で

相談をもちかけ、時には数時間に及ぶこともある。危機に面している者には避難を勧め、

自殺などの恐れのある者には説得を続け、警察に連絡して保護を依頼したりする。

　5．職員構成

　職員の資格は与が修士、十が学士である。

　アドミニストV一ター1人一施設長、プログラムの樹立、スーパーバイザーの役割を果

す。教育ディレクター1人一教育部門担当。財政ディレクター1人一財政・会計部門担当。

アシスタント1人一施設長を補佐し、公的機関との交渉や情報を受けもつ。ブリペンショ

ン・カウンセラー2人一la・一フホーム・カウンセラーの監督を行う。セーフホーム・カウ

ンセラー8人一施設において実際面で母親の指導を行う。カウンセリング・アシスタント

1人一ホットライン担当のカウンセラー。弁護士1人。計16人。

　上記のうちアドミニストレーターからアシスタントまでは、普通は相談センターで仕事

をし、定期的にシェルターに出かけてカウンセリングを行う。セーフホーム・カウンセラ

ーから弁護士までが、シェルターで仕事をし、24時間交代の勤務をしている。

　6．虐待について

　ところでこのような婦人虐待はなぜ起るかということである然ニューハンプシャー大

学における家庭内暴力における研究を参考にすると、婦人を虐待している男性の30％は

児童も虐待しており、自分が子どもの時に親に虐待された者は、自分もまた妻や子を虐待

するようになるということである。そのほかには、アルコール中毒や意志薄弱などで、自

分をうまく表現できなかったり、胸中にうっ積したものを暴力に訴えるケースが多いとい

う。そしてまた、女は虐待してもよいもの、女はそれに耐えるもの、という観念があるこ

とも見逃してはならない。
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研修所感（本間郷子）

　1昨年（昭和51年）の冬、私はただの観光旅行者としてアメリカを訪れた。そのとき、

もちろん国土の広大さや道路の広さに驚いたが、それと同時に、街に車いすの人の姿の多

いことに気が付いた。車いすで自由に買物や散歩を楽しんでおり、遊園地などでも手軽に

車いすを押している人を何人も見ることができた。そしてもちろんトイレやエレベーター

にも、車いすの印の付いた普通より大きめのものが、いたるところで目に付いた。

　それを目にした同行のひとりが「この国はカタワ者の多い国だなあ、どこに行ってもい

るじゃないか」と驚いたように言った。

　そのことばを耳にした私と友人が、それは違う、米国に特に身体障害者が多いわけでは

なく、日本にだって体の不自由な人はたくさんいる。ただ米国は体が不自由であっても、

いくらでも独りで外に出られるようになっている。それを見てだれも不思議とは思わない。

その人たちが困っていれば、いつでも手伝ってあげる。しかし日本は違う。車いすもまだ

十分に普及していない。外へ出ても、階段は多いし、パスなども独りでは乗車できない。

トイレも車いす用にほとんどできていないから、自由に外へ出て行くことができないので、

人の目に触れないだけなのだと説明すると、「なるほどな」と感心したように聞いてくれ

た。

　それ以来、この国の社会福祉施設を一度内から見てみたいと思ってきたが、今回その機

会に恵まれ喜んで参加した。

　外国の社会福祉施設というものにはじめて触れ、ほんのちiっと外からかいま見たとい

う程度にしかすぎないカX次のようなことを感じた。

　1．アメリカの里親制度について

　米国では里親制度が発達しているが、その里親に「母子家庭」でもなれるということを

聞き、母子寮に勤めるものとして、母子家庭ということがハンディキャップとならな㎞こ

とは良いことであるが、子どもが成長していく過程において、「父親の役割」や「家族」

というものがどのようにとらえられているのか、疑問に思った。かつて「父性の欠如」と

いうことについて自分でも勉強したことがあり、改めて考え直してみた。

　2，情緒障害児施設について

　今回の研修では情緒障害児の施設を多数見学した。そのなかにはもちろん重度の障害児

もいた惑　「学校で友だちや教師とうまくいかない」「家庭で両親や兄弟とうまくいかな

い」「すぐ暴力を振るう」「法律に触れるほどではない甑非行化している」などの理由

で入所している子どもも多い。私の母子寮の子どもたちのことを考えるとき、「このくら

いだったら、該当する子どもは何人かいるのではないか」などと思うた。

　日本では自閉症とか長期の登校拒否児などを、なかなか受入れてくれる施設がない。私

はかつてそのような子どもを扱って、児童相談所などと相談しながら努力したにもかかわ

らず、効果を挙げることなく退寮していった苦い経験を思い出し、たいへん興味深く見学
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した。

　3．職員の専門職制度につhて

　日本とアメリカの施設を比較してみたとき、どちらが進んでいると一概に言えないこと

がたくさんある瓜これだけはアメリカのほうが間違いなく進んでいるといえるものに、

「職員の専門職制」があると思う。職員のほとんどが博士か修士であり、それぞれに高度

の技術をもって、専門の分野を受けもっている。私は日本の社会福祉施設で10年近く働

いているが、今アメリカの施設で仕事をしたら、いったいどんなことがやれるのだろうか

と考えた。日本では無資格の人もまだまだ働いている現状を考え、勉強の必要を強く感じ

た。

　また土・日曜日だけや夜だけを専門に働いているケースワーカーや、腰痛症などの職業

病といわれるものがまったくないということを、感心しながら聞いてきた。

　その他細かいことで注意をひいたことがたくさんあったカへある期間滞在して、施設の

なかにはいり込み、真の姿を勉強してみたい欲求を強く感じた。

婦人の危機センター
のシ宝ルター（上）
とその居室
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研修報告
　　　えん　　　どう　　　　とおる

書記　遠　　藤　　　　透

　　　滝郷学園

　　　　千葉県海上郡海上町

　　　岩井704

THE　COLORADO　CHRtSTIAN　HOME．
（コ・ラド・クリスチャン・ホームー情緒障害児収容治療施設）

所在地　4325West　29th　Avenue，Denver，　Colo。8021Z

説明者Mr．　Don　D．　Brewer　（園長）

研修日　11月29日午後

一 37一




